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⚫ 2029年度向けブラックスタート機能公募（以下「BS公募」という。）のうち、中部エリアの一部系統BS公募において、
ある１系統で応札がなく、調達未達が発生。

⚫ 過去の契約事業者が応札しなかった理由は、2029年度向けBS公募に応札するためには2028年度にBS機能の改修が必
要となるが、将来的に当該系統が（系統対策工事の実施等により）公募対象外となった場合、投資回収の予見性が確保
できないことによるもの。

⚫ 本事案に対しては、第14回制度設計・監視専門会合（2025年10月29日）において、BS機能の改修費用全額と当年度
分の運用費用を2029年度向けの契約対象として随意契約を行い、2030年度向け以降は公募を継続することと整理され
た。一方で、複数の委員から、調整力提供事業者が限定的であることが明らかなケースにおいても、必ず単年度契約を
前提とした公募を実施することに関する問題点についても指摘された。

⚫ 現状、このような単年度契約では投資回収の予見性が確保できないことを理由とした調達未達の事案は中部エリア以外
では顕在化していないが、他エリアにおいても同様のリスクは潜在している。また、BS公募に限らず、電圧調整機能や
系統安定対策機能等の特定地域立地電源全体にも関わる問題である。

⚫ このため、今後の特定地域立地電源の調達方法について御議論いただきたい。
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○松田委員

個人的には、公募調達は競争によってコストを低減するために行うものだと思っておりますので、競争を確保するためにコストが増大するというのは、ある種の
本末転倒のような印象を受けております。本件に対する対応としては、あくまで公募調達という建付けを維持するというためにも、今回御提案いただいたとおりで
よいとは思っております。

他方で、そもそも公募を維持して重複投資を呼び込むということが、必ずしも経済的意味で望ましくないエリアや電源もあるのかもしれないと思いましたので、
その点も別の議論としてあり得るのではないかと思いました。

○五十川委員

この議論は何のために公募をやるのかという話が関わっているのではないかと思っています。平等な機会を提供すること自体が重要なのか、効率的な調達が目的
なのかという点です。今回は調達未達によって問題が顕在化していますが、そもそもサンクコストがある世界なので、これらが必ずしも一致しないということもあ
るという理解です。公平性がやはり重要なので、10ページの方式で今回進めるということであれば、それはそれでいいと思いますが、この点をどのように考える
べきなのか、整理がありましたら併せて伺いたいです。

○松村委員

このような、ある意味で供給できる事業者がかなり限られることが明らかになってきたものに対しては、事業者の提案で合理的な長期契約に移行するというよ
うなことはあってもよいのではないか。そのほうがはるかに効率的なのではないかと思います。さらに、そのような提案の機会が全ての事業者にオープンになって
いれば、不透明だと考える必要もないと思います。

したがって、今までのような１年契約の公募に固執しなければいけないのかということを考えさせられる事例だったと私は受け止めています。この点については、
このやり方に固執するのではなく、案１のような、ある種自然で合理的な契約が、競争的な調達という形を整えた上でできるような、そういう仕組みに変えていく
ほうが、全体としては効率的だし、これからもブラックスタートだけではなくて、本当に供給者が限られて、ある種１対１の契約にならざるを得ないときに、そこ
でむしろ協議によってコストを下げていく。 プロポーザルを受けて、カウンターオファーを受けて、それで効率化していくというほうが合理的な調達になること
もあり得るということに私たちは頭を切り替えて、今回のようなものに対応できるような制度に変えていくということをすれば、ほかのところにも応用がいろいろ
効いて、最初は苦労するかもしれないけれども、意義も大きい。これはちゃん と考える価値のあるものだと思いました。

いずれにせよ、今回の案２のような、セレモニーのようにこの後20年間ずっと、事業者が当該年のコストだけで落札していくというのを続けるというのは、あ
る意味でばかみたいなことを繰り返すことになってしまったという反省を毎年促すという点ではいいと思います。今後はもう少しやり方を考える価値があるのでは
ないかと思いました。
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⚫ 現在、特定地域立地電源は公募による単年度契約を基本としている。これは、一般送配電事業者が行う調整力の公募調
達に係る考え方（以下「調整力公募ガイドライン」という。）で示されている以下の考え方を受けてのもの。

① 事前に公募要領等において、立地や機能等を要件等として設定することで、公募調達は可能であり、また、公募調達
の実施により、潜在的な応札者に情報が伝わることで、今後、新規の電源開発等が行われる場合に当該公募調達への
応札を考慮した投資判断が可能となる点も重要である。【調整力公募ガイドライン ４．（９）】

② 現時点においては、旧一般電気事業者以外が保有する調整力を提供可能な電源等が多く存在しているとは言い難い状
況であり、公募調達の実施当初から、複数年に亘る契約が一般送配電事業者と発電事業者等との間で締結された場合、
事実上、今後の新規の発電事業者等の参入を排除することとなり、競争を阻害する可能性がある。このため、契約期
間については、長くても１年間とすることが望ましいと考えられる。【調整力公募ガイドライン ４．（４）】

⚫ 上記は、新規参入や競争の促進を期待した整理ではあるが、現在の形式でのBS公募が実施された2020年度以降、これ
まで６回の公募が実施されてきたが、応札事業者は東京エリアのみ2020年度から2022年度まで２社応札があったこと
を除き、応札事業者は１社のみであり、応札される発電所も毎年度固定されている。

⚫ また、一般送配電事業者によれば、新規事業者からの問合せについても非常に少なく、その後の新規参入に向けた動き
も確認されていない状況。
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４．公募調達実施時

（４）契約期間に関する事項

①契約期間について

（電源Ⅰ・Ⅱ）

「４．（１）調整力の必要量に関する事項」で記載したとおり、長期契約、短期契約を適切に組み合わせて調整力を調達することで、安定供給とコストの適切
性・効率性を確保することが望ましい。しかし、具体的な契約期間については、短期契約による調達が必要となった原因や、公募調達の手続きを実施する上での
実質的な対応の可否等の、一般送配電事業者側の状況によって異なる。また、実際に入札が成立するかという観点では、電源等に契約期間に亘って調整力を拠出
可能な余力があるかという物理的な制約に加え、投資回収をする上での経営判断も影響する。

このように、どの程度の契約期間が適切であるかについては、様々な要因を総合的に勘案して決定する必要があることから、一律に設定することはできないた
め、公募調達の都度、一般送配電事業者が適切な期間を設定するとともに、その設定の根拠について公募要領等で説明することが望ましいと考えられる。

ただし、現時点においては、旧一般電気事業者以外が保有する調整力を提供可能な電源等が多く存在しているとは言い難い状況であり、公募調達の実施当初か
ら、複数年に亘る契約が一般送配電事業者と発電事業者等との間で締結された場合、事実上、今後の新規の発電事業者等の参入を排除することとなり、競争を阻
害する可能性がある。このため、契約期間については、長くても１年間とすることが望ましいと考えられる。（以下略）

（９）特定地域に立地していることが必要な電源等

（電源Ⅰ）

一般送配電事業者は、アンシラリーサービスとして、供給信頼度を確保する必要があり、そのためには、電圧を維持するために必要な電源やブラックスタート
機能を有する電源など、通常の周波数制御・需給バランス調整業務に必要な調整力とは異なる機能を有する電源等が必要となる。

このような特殊な電源等については、応札可能な発電事業者等が限定されていることから、公募調達ではなく、相対取引による調達を行う方が事務コストの面
から効率的となる可能性がある。しかしながら、事前に公募要領等において、立地や機能等を要件等として設定することで、公募調達は可能であり、また、公募
調達の実施により、潜在的な応札者に情報が伝わることで、今後、新規の電源開発等が行われる場合に当該公募調達への応札を考慮した投資判断が可能となる点
も重要である。

これらの点を考慮すると、供給信頼度確保のための特殊な電源等についても、調達に当たっては公募調達を行うことが望ましいと考えられる。
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⚫ 一般送配電事業者各社において整理した2024～2029年度向けBS機能公募の応札実績は下表のとおり。
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（参考）2024～2029年度向けBS機能公募の応札実績

※RFCとは、例年、公募開始前に実施する公募要綱案についての意見募集のこと。



⚫ 一般送配電事業者各社において整理した2024～2029年度向けBS機能公募の未達実績は下表のとおり。

⚫ 調達未達となった理由は各エリアによって異なるが、2025年度向け以降、調達未達となった系統数は増加。
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2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

未達理由 未達への対応

北海道エリア １系統 １系統 ２系統 ２系統 ２系統
BS機能保有電源が更新工事中であり、応札のための最低保証額等の費用算定
が困難であるため、応札を見送ったことによるもの。

随意契約

東北エリア ２系統 ２系統
発電所のメンテナンス作業の計画が2028年度後半以降（期間６ヶ月程度）で
検討されていることから応札不可によるもの。

随意契約

中部エリア １系統
2028年度にBS機能の回収が必要となるが、2030年度以降を対象としたBS公
募において、当該系統が募集対象外となった場合、BS機能設備費用を回収でき
ないため、応札を見送ったことによるもの。

随意契約

2024～2029年度向けBS機能公募の未達実績

（※）北海道エリアの未達系統数には、第81回制度設計専門会合で報告した「公募実施後に募集対象の見直しに伴い新たに調達が必要となった系統」等は含んでいない。



⚫ 特定地域立地電源公募に関して、過去の応札事業者にヒアリングしたところ、公募が単年度契約であることに関して、
以下のような意見があった。

① BS機能提供に必要な設備は当該機能のみのために保有する設備であるため、BS公募で費用回収すべき性質のものであ
るが、投資以降に不落札が生じた場合、サンクコストとなる。このため、新規投資や設備更新をしてまで応札するイン
センティブがない。

② オーバーホール等の実施により年度の大部分を停止する必要がある場合、現状の単年度公募では対象年度に稼働できな
い場合は応札することができず、未回収費用が発生する可能性がある。

⚫ 結果として、固定的な応札状況とならざるを得ず、これらが設備更新を迎えると、中部エリアと同様の事象が生じ、将
来的に必要な調整力が提供されない事態を招く可能性がある。
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⚫ 現在の単年度契約を前提とした特定地域立地電源公募の状況は、調整力公募ガイドラインで示された考え方（公募調達
の実施により、潜在的な応札者に情報が伝わることで、今後、新規の電源開発等が行われる場合に当該公募調達への応
札を考慮した投資判断が可能となるという考え方）とは、必ずしも一致しない面がある。

⚫ こうした状況を踏まえれば、特定地域立地電源の調達方法としては、現在の単年度契約を前提とするのではなく、今後、
複数年契約を前提とした公募を実施することも一案として考えられるか。

⚫ また、BS機能提供に必要な設備はBS機能契約でしかコスト回収ができないため、2029年度向けBS公募における中部エ
リアのような事案が、今後顕在化してくる可能性がある。

⚫ 中部エリアの事案では、BS機能の改修費用全額と当年度分の運用費用を2029年度分向けの契約対象として随意契約を
行い、2030年度以降はこれまでどおり単年度公募を実施することと整理した。他方、BS公募への応札事業者が固定的
な状況においては、単年度公募を継続することが効率的とはいえないケースも考え得る。このようなケースでは、契約
の必要性や妥当性を検証した上で、BS機能提供事業者のプロポーザル等に基づき、複数年契約を前提とした随意契約と
することも考えられるか。
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⚫ 本日いただいた御意見を踏まえ、特定地域立地電源の調達方法について、引き続き検討していくこととしたい。
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